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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH

21日・春分の日 国　税／ 令和3年分所得税の確定申
告 2月16日～3月15日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月15日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月15日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和3年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月15日

　自治体により差はありますが、毎年4月から、固定資産税の土地・
家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期間が設けられています。縦覧では、
所有する土地・家屋の価格を他の土地等と比較し、その価格が適
正であるか確認できます。閲覧は、固定資産課税台帳のうち所有
資産の記載事項を確認できる制度で、年間を通じて閲覧できます。

固定資産税の縦覧と閲覧
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3 月号─2

　
労
働
環
境
の
変
化
、
複
雑
な
人
間

関
係
、
政
府
が
推
進
す
る
「
働
き
方

改
革
」、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に

よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
あ
る
い
は
社

会
面
で
労
働
者
を
取
り
巻
く
ビ
ジ
ネ

ス
環
境
は
激
し
い
変
化
の
起
こ
る
時

代
に
突
入
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の

環
境
変
化
に
適
応
す
る
力
と
し
て

「
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
の
重
要
性
が
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
経
営
者
、
従
業
員
と
も
に
ビ
ジ
ネ

ス
に
お
け
る
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
理
解

を
深
め
ま
し
ょ
う
。

１
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
？

　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
回
復
力
、

復
元
力
、
跳
ね
返
り
と
い
う
意
味
を

持
つ
言
葉
で
す
。
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
、

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
行
っ
た
「
ホ
ロ

コ
ー
ス
ト
」
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
孤

児
を
調
査
し
た
こ
と
で
誕
生
し
た
概

念
で
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
恐
怖
心
・

ト
ラ
ウ
マ
な
ど
を
乗
り
越
え
て
幸
せ

に
暮
ら
し
て
い
る
人
を
調
査
し
た
結

果
、
状
況
や
環
境
に
適
応
し
て
生
活

す
る
回
復
力
や
再
起
力
を
持
つ
こ
と

が
わ
か
り
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
言

葉
が
普
及
し
ま
し
た
。

２
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
大
き
な
注
目

を
集
め
る
背
景

　
近
年
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
が
注
目
さ

れ
る
背
景
と
し
て
、「
時
代
の
変
化

の
速
さ
」、「
労
働
環
境
の
変
化
」
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　
厚
生
労
働
省
の
調
査
（
２
０
１
８

年
）
に
よ
る
と
、
仕
事
で
強
い
ス
ト

レ
ス
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
割
合
は

58
％
に
も
上
っ
て
お
り
、
非
常
に
高

い
水
準
に
あ
り
ま
す
。
ス
ト
レ
ス
の

原
因
と
し
て
は
、
仕
事
の
質
・
量
、

仕
事
の
失
敗
・
責
任
の
発
生
、
セ
ク

ハ
ラ
や
パ
ワ
ハ
ラ
を
含
む
対
人
関
係

が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
て

い
く
時
代
や
状
況
に
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ソ
ン
を

取
り
巻
く
環
境
が
一
層
厳
し
く
な
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
は
従
業
員
の
育
成
や
組
織
・

シ
ス
テ
ム
の
最
適
化
の
手
段
と
し
て

も
画
期
的
な
概
念
と
し
て
求
め
ら
れ

ま
す
。

３
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
メ
リ
ッ
ト

⑴
　
企
業
の
評
価
指
標
と
な
る

　
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
、
従
来

の
産
業
や
企
業
が
経
営
の
危
機
に
立

た
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
、
投
資
家
が

企
業
に
投
資
す
る
判
断
基
準
と
し

て
、「
組
織
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
」
が
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
組
織
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
は
、
組
織

と
し
て
の
適
応
力
を
表
す
も
の
で
企

業
の
存
在
価
値
に
直
結
し
ま
す
。
組

織
を
存
続
さ
せ
繁
栄
さ
せ
る
に
は
、

突
然
の
状
況
、
社
会
的
な
変
化
、
リ

ス
ク
に
対
し
て
対
応
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
に
対
す

る
対
応
能
力
を
表
し
柔
軟
に
対
応
で

き
る
力
が
重
要
で
す
。

⑵
　
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
ー
・
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
に
必
要
不
可
欠

　
ほ
と
ん
ど
の
グ
ロ
ー
バ
ル
企
業
が

取
り
入
れ
て
い
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ

ー
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
、
今
後
、
女

性
活
躍
社
会
や
海
外
へ
の
事
業
拡
大

に
お
い
て
避
け
ら
れ
な
い
取
り
組
み

で
す
。
国
籍
、
人
種
、
性
的
多
様
性

を
認
め
、
異
な
る
価
値
観
を
受
け
入

れ
る
に
は
、
組
織
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を

高
め
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　
従
業
員
の
意
識
を
変
え
る
手
段
と

し
て
も
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
は
、〝
環
境

の
変
化
に
対
す
る
適
応
能
力
〞
と
し

て
注
目
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
企
業
の
未
来
を
左
右
す
る

　
少
子
高
齢
化
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の

発
展
に
よ
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・

ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
仕
事
は
奪
わ
れ
る

機
会
が
増
え
、
個
人
の
働
き
方
や
組

織
の
在
り
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
不
可
欠
と
な
り
ま
す
。
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
を
取
り
入
れ
た
人
材
を
生
み

出
せ
る
企
業
が
「
未
来
を
生
き
残
る

強
い
企
業
」
と
し
て
認
識
さ
れ
、
労

働
者
か
ら
も
高
い
支
持
を
得
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
地
球
温
暖
化
と
い
っ
た
環

境
問
題
へ
の
対
応
、
地
域
社
会
と
の

か
か
わ
り
方
も
強
く
求
め
ら
れ
る
た

め
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
取
り
入
れ
た
組

織
改
革
は
企
業
の
未
来
を
左
右
す
る

と
言
え
そ
う
で
す
。

　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の

　
強
い
企
業
に

　
な
る
た
め
に



3─3月号

４
　
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
強
い
企
業
を

作
る
に
は

⑴
　
組
織
の
独
自
性
と
ブ
ラ
ン
ド
力

を
高
め
る

　
他
社
と
差
別
化
さ
れ
た
独
自
性
と

ブ
ラ
ン
ド
力
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
環

境
変
化
が
起
き
た
と
し
て
も
組
織
と

し
て
存
続
が
可
能
で
す
。
消
費
者
の

価
値
観
や
ニ
ー
ズ
は
高
度
化
か
つ
多

様
化
し
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
も
短
命
化
し
、
常
に
新
し
い
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
が
求
め
ら
れ
る
時
代

へ
と
移
り
変
わ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
時
代
に
合
っ
た
ニ
ー
ズ
を
適

切
に
把
握
し
、
柔
軟
に
マ
イ
ナ
ー
チ

ェ
ン
ジ
を
す
る
こ
と
で
長
年
に
わ
た

っ
て
愛
さ
れ
続
け
る
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

⑵
　
シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
す

る
　
シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
は
、

経
営
戦
略
手
法
の
一
種
で
す
。
シ
ナ

リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
は
、「
長
期

的
か
つ
広
い
視
野
で
物
事
を
捉
え

る
」、「
将
来
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い

出
来
事
を
想
定
し
て
対
策
を
と
っ
て

お
く
」
と
い
う
２
つ
の
ポ
イ
ン
ト
か

ら
な
る
手
法
で
す
。
視
野
を
広
く
持

ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
に
対
応
で

き
る
対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
で
、

レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
強
化
に
つ
な
が
り

ま
す
。

　
石
油
元
売
り
大
手
の
シ
ェ
ル
社
が

発
表
し
て
い
る
「
ニ
ュ
ー
レ
ン
ズ
シ

ナ
リ
オ
」
は
、
２
０
６
０
年
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
産
業
の
未
来
を
予
測
し
、「
マ

ウ
ン
テ
ン
ズ
」
シ
ナ
リ
オ
と
「
オ
ー

シ
ャ
ン
ズ
」
シ
ナ
リ
オ
と
い
う
２
つ

の
シ
ナ
リ
オ
を
描
き
、
ど
ち
ら
の
シ

ナ
リ
オ
が
訪
れ
て
も
迅
速
に
対
応
で

き
る
よ
う
な
体
制
の
準
備
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
先
々
に
起
こ
り
得
る

シ
ナ
リ
オ
を
複
数
作
成
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
対
応
策
や
危
機
管
理
施
策
を
準

備
す
る
こ
と
で
突
如
訪
れ
る
危
機
に

対
し
て
も
迅
速
な
対
応
が
取
れ
ま

す
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

と
い
う
経
営
戦
略
は
未
来
を
予
見
・

適
応
す
る
組
織
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
力
で

あ
り
、
組
織
の
強
化
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

⑶
　
環
境
へ
の
調
和

　
目
ま
ぐ
る
し
く
状
況
が
変
わ
り
、

社
会
環
境
や
経
済
環
境
が
激
し
く
変

化
し
て
い
る
時
代
で
す
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
企
業
が
今
と
同
じ
状
態
で

生
き
残
り
続
け
る
こ
と
は
不
可
能
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
上
記
の
シ
ェ
ル
社
で
は
、
企
業
の

寿
命
を
研
究
し
た
結
果
を
「
企
業
生

命
力
」
と
い
う
本
の
中
で
「
環
境
へ

の
調
和
」
が
影
響
し
て
い
る
と
指
摘

し
、「
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
周
囲

の
環
境
に
適
応
し
て
い
け
る
組
織
が

生
き
残
れ
る
」
と
そ
の
重
要
性
を
提

唱
し
て
い
ま
す
。

⑷
　
現
場
が
主
役

　
事
業
部
を
一
つ
の
法
人
と
み
な

し
、「
現
場
が
主
役
の
組
織
」
を
つ

く
る
こ
と
で
現
場
に
裁
量
権
を
譲
渡

す
る
カ
ン
パ
ニ
ー
制
を
導
入
す
る
企

業
が
増
え
て
い
ま
す
。
グ
ル
ー
プ
内

の
競
争
力
向
上
に
も
効
果
的
で
す
。

現
場
の
人
た
ち
が
自
ら
考
え
、
決

断
・
実
行
す
る
組
織
は
ビ
ジ
ネ
ス
の

ス
ピ
ー
ド
を
加
速
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
従
業
員
一
人
一
人
が
責
任
感
を
持

っ
て
業
務
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
従

業
員
自
ら
考
え
対
応
で
き
レ
ジ
リ
エ

ン
ス
の
力
が
発
揮
し
や
す
い
労
働
環

境
と
な
り
ま
す
。

⑸
　
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

　
日
本
企
業
の
多
く
は
東
日
本
大
震

災
や
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
か
ら
教
訓

を
学
び
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
リ
ス
ク

管
理
を
徹
底
し
て
い
る
も
の
の
、
想

定
外
の
リ
ス
ク
へ
の
対
応
は
難
し
い

の
が
現
状
で
す
。
企
業
に
起
こ
り
得

る
リ
ス
ク
と
し
て
は
、「
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
問
題
」
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。

　
I
T
分
野
は
日
々
進
化
・
発
展

を
続
け
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
も
高

ま
っ
て
い
る
た
め
自
社
の
シ
ス
テ
ム

や
ビ
ジ
ネ
ス
を
守
る
た
め
に
は
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
し
て
お
く
こ
と
が

重
要
で
す
。

⑹
　
心
理
的
安
全
性
の
高
い
職
場
づ

く
り

　
心
理
的
安
全
性
と
は
メ
ン
バ
ー
一

人
一
人
が
チ
ー
ム
に
対
し
て
気
兼
ね

な
く
発
言
で
き
自
然
体
の
自
分
で
い

ら
れ
る
環
境
・
雰
囲
気
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。
離
職
防
止
や
モ
チ
ベ
ー
シ

ョ
ン
向
上
の
観
点
か
ら
も
心
理
的
安

全
性
の
高
い
職
場
づ
く
り
が
レ
ジ
リ

エ
ン
ス
の
高
い
職
場
と
な
り
、
結
果

と
し
て
生
産
性
向
上
に
繋
が
り
ま

す
。
リ
ー
ダ
ー
が
自
ら
率
先
し
て
情

報
共
有
・
意
見
交
換
を
行
う
こ
と
で
、

部
下
か
ら
の
意
見
も
出
や
す
く
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、
風

通
し
も
良
く
な
り
ま
す
。

　
一
度
、
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
鍛
え
る

ポ
イ
ン
ト
を
実
践
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。



3 月号─4

　
令
和
４
年
度
税
制
改
正
（
案
）
で

は
、
積
極
的
な
賃
上
げ
等
を
促
す
た

め
の
措
置
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
を

受
け
る
企
業
や
個
人
へ
の
対
応
な
ど

の
措
置
の
拡
充
や
見
直
し
が
行
わ
れ

ま
す
。
な
お
、
金
融
所
得
課
税
の
見

直
し
、
相
続
税
と
贈
与
税
の
一
体
化

に
つ
い
て
は
先
送
り
さ
れ
ま
し
た
。

【
改
正
項
目
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

　
主
な
改
正
項
目
の
適
用
時
期
は
、

下
表
の
と
お
り
で
す
。

　
な
お
、
前
年
以
前
の
改
正
項
目
で

適
用
時
期
が
今
年
以
降
と
な
る
項
目

も
記
載
し
て
い
ま
す（
図
表
１
）。

Ⅰ
　
法
人
課
税
関
係

１
　
賃
上
げ
促
進
税
制
の
見
直
し

　
日
本
の
賃
金
水
準
は
、
実
質
30
年

以
上
ほ
ぼ
横
ば
い
の
状
況
か
ら
、「
成

長
と
分
配
の
好
循
環
」
に
向
け
て
賃

上
げ
を
積
極
的
に
行
う
企
業
へ
の
優

遇
税
制
が
強
化
さ
れ
ま
す
。

　
中
小
企
業
の
場
合
、
全
雇
用
者
の

給
与
支
給
額
を
前
年
度
よ
り
１
・
５

％
以
上
増
や
す
と
、
支
払
っ
た
金
額

の
15
％
、
２
・
５
％
以
上
増
や
せ
ば

30
％
を
法
人
税
額
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。

　
さ
ら
に
従
業
員
へ
の
教
育
訓
練
費

を
前
年
度
よ
り
１
割
増
や
し
た
場
合

の
上
乗
せ
措
置
も
含
め
る
と
、
控
除

額
の
上
限
は
現
行
の
25
％
か
ら
40
％

に
上
昇
し
ま
す（
図
表
２
）。

　
大
企
業
の
場
合
は
、
継
続
雇
用
者

を
前
提
と
し
て
お
り
要
件
が
異
な
り

ま
す
が
、
前
記
同
様
に
３
段
階
で
控

除
率
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
現
行
の
最

大
20
％
か
ら
30
％
と
な
り
ま
す
。

　
一
定
規
模
を
超
え
る
大
企
業
は
、

取
引
先
な
ど
多
様
な
利
害
関
係
者
に

配
慮
し
て
経
営
し
て
い
る
こ
と
を
経

済
産
業
大
臣
に
届
け
出
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
一
方
で
、
①
継
続
的
な
賃
上
げ
率

が
１
％
（
令
和
４
年
度
は
０
・
５
％
）

以
上
増
え
て
い
な
い
、
②
資
本
金

10
億
円
以
上
、
③
従
業
員
数

１
０
０
０
人
以
上
な
ど
の
要
件
に
当

て
は
ま
れ
ば
、
研
究
開
発
税
制
等
の

一
部
優
遇
税
制
が
適
用
で
き
な
く
な

り
ま
す
。

２
　
交
際
費
課
税
の
特
例
の
延
長

　
中
小
企
業
が
支
出
す
る
接
待
交
際

費
の
う
ち
８
０
０
万
円
を
上
限
に
損

金
算
入
で
き
る
交
際
費
課
税
の
特
例

が
２
年
間
延
長
さ
れ
ま
す
。

Ⅱ
　
個
人
所
得
課
税

１
　
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
見
直
し

　
住
宅
投
資
と
関
連
消
費
は
経
済
へ

の
波
及
効
果
が
大
き
い
こ
と
か
ら
、

制
度
の
４
年
間
延
長
と
次
の
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す（
図
表
３
）。

⑴
　
住
宅
購
入
者
の
減
税
額
が
支
払

う
利
息
よ
り
大
き
く
な
る
「
逆
ざ

や
」
の
現
象
が
起
き
て
い
る
こ
と

が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

れ
を
受
け
て
控
除
率
が
０
・
７
％

に
下
げ
ら
れ
ま
す
。

⑵
　
新
築
住
宅
の
減
税
期
間
が
13
年

間
に
延
長
さ
れ
ま
す
。

⑶
　
富
裕
層
ほ
ど
恩
恵
を
受
け
や
す

（図表 1）改正項目タイムスケジュール
（〇減税、●増税、－どちらともいえない）

2022 年
（令和４年）

１月
ー
改正電子帳簿保存法が施行
（電子取引の紙保存から電子
保存義務化（猶予あり））

● 退職所得課税の適性化

－ 住宅ローン減税の見直し
（４年延長）

● 住宅取得資金の贈与税非課税
（２年延長）

４月 〇 賃上げ促進税制の見直し
ー 連結納税制度の見直し
ー 成年年齢 18歳に変更
〇 固定資産税の負担調整措置
〇 交際費課税の特例延長

10月 〇 私的年金の優遇拡大
2023 年

（令和５年）
１月 ● 国外居住親族に係る扶養控除

の見直し
10月 ー 消費税のインボイス制度始まる

2024 年
（令和６年）

１月
●
帳簿の提出がない場合等の過
少申告加算税等の加重措置の
整備

ー 新NISA 運用開始
４月 ● 森林環境税が施行
６月 ー 財産債務調書制度の見直し

令和４年度
税制改正（案）
のポイント
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い
制
度
設
計
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

所
得
要
件
が
２
０
０
０
万
円
以
下

に
引
き
下
げ
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
減
税
対
象
と
な
る
借
入
限

度
額
を
住
宅
の
環
境
性
能
に
応
じ
細

か
く
分
類
し
て
い
ま
す
。

２
　
納
税
地
の
変
更
に
関
す
る
届
出

書
の
提
出
不
要

　
現
在
、
納
税
地
を
変
更
し
た
場
合

は
、
税
務
署
長
に
必
要
な
届
出
書
を

提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

令
和
５
年
以
降
は
届
出
書
の
提
出
が

不
要
に
な
り
ま
す
。

Ⅲ
　
資
産
課
税

１
　
住
宅
取
得
資
金
の
贈
与
税
非
課

税
措
置
の
延
長
等

　
直
系
尊
属
か
ら
住
宅
取
得
資
金
の

贈
与
を
受
け
た
場
合
の
贈
与
税
非
課

税
措
置
の
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、非
課
税
限
度
額
は
、

耐
震
、
省
エ
ネ
又
は
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
住
宅
用
家
屋
は
１
０
０
０
万
円
、

こ
れ
ら
以
外
の
住
宅
用
家
屋
は

５
０
０
万
円
で
す
。

２
　
土
地
に
関
す
る
固
定
資
産
税
の

負
担
調
整
措
置

　
令
和
４
年
度
限
り
の
措
置
と
し

て
、
一
定
の
商
業
地
等
の
課
税
標
準

額
が
令
和
３
年
度
の
課
税
標
準
額
に

４
年
度
の
評
価
額
の
２
・
５
％（
現
行

５
％
）を
加
算
し
た
額
と
さ
れ
ま
す
。

３
　
法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例

期
限
の
延
長

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
、
事

業
承
継
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
等
を

踏
ま
え
、
特
例
承
継
計
画
の
提
出
期

限
が
１
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

Ⅳ
　
消
費
課
税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
係
る
見
直
し

　
免
税
事
業
者
が
令
和
５
年
10
月
１

日
か
ら
令
和
11
年
９
月
30
日
ま
で
の

日
の
属
す
る
課
税
期
間
中
に
イ
ン
ボ

イ
ス
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
れ

ば
、
登
録
日
か
ら
適
用
を
開
始
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
登
録
日
の
属
す
る
課
税
期

間
の
翌
課
税
期
間
か
ら
登
録
日
以
後

２
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
課
税

期
間
ま
で
は
、
事
業
者
免
税
点
制
度

が
適
用
で
き
ま
せ
ん
。

Ⅴ
　
納
税
環
境
整
備

１
　
帳
簿
の
提
出
が
な
い
場
合
等
の

過
少
申
告
加
算
税
等
の
加
重
措
置

の
整
備

　
納
税
者
が
修
正
申
告
な
ど
を
す
る

前
に
税
務
署
職
員
か
ら
帳
簿
の
提
出

を
求
め
ら
れ
て
も
帳
簿
を
提
示
・
提

出
し
な
か
っ
た
場
合
や
売
上
金
額
や

収
入
金
額
の
記
載
が
著
し
く
不
十
分

だ
っ
た
場
合
、
通
常
の
過
少
申
告
加

算
税
ま
た
は
無
申
告
加
算
税
の
額

に
、
申
告
漏
れ
に
係
る
税
額
の
10
％

相
当
額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

２
　
財
産
債
務
調
書
制
度
の
見
直
し

　
令
和
５
年
分
以
後
、
財
産
債
務
調

書
の
提
出
義
務
者
に
、
そ
の
年
の
12

月
31
日
に
お
い
て
有
す
る
財
産
の
合

計
額
が
10
億
円
以
上
の
居
住
者
が
追

加
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
財
産
債
務
調
書
の
提
出
期

限
に
つ
い
て
、
そ
の
年
の
翌
年
６
月

30
日
と
さ
れ
ま
す
。

３
　
電
子
取
引
情
報
の
デ
ー
タ
保
存

義
務
化

　
電
子
帳
簿
保
存
制
度
に
つ
い
て
、

令
和
４
年
１
月
１
日
か
ら
５
年
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
行
う
電
子
取
引

で
、
制
度
の
保
存
要
件
に
従
っ
た
電

子
保
存
が
で
き
な
い
事
に
つ
い
て
や

む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
税
務
署

長
が
認
め
る
場
合
な
ど
は
、
紙
で
の

保
存
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
措
置
が
、

す
で
に
今
年
１
月
か
ら
講
じ
ら
れ
て

い
ま
す
。

（図表 2）賃上げ促進税制　3段階で控除率が上がる方式

大企業 控除率

継続雇用者給与等支給額が
前年度比３％以上増加　　

15%

同 4％以上増加 25%

教育訓練費が前年度比 20％以上増加 さらにプラス 5%

中小企業 控除率

全雇用者の給与等支給額が
前年度比 1.5％以上増加　

15%

同 2.5％以上増加 30％

教育訓練費が前年度比 10％以上増加 さらにプラス 10%

（図表 3）住宅ローン減税の改正

項目 改正前 改正後

控除率 年末ローン残高の 1％ 年末ローン残高の 0.7％

減税期間
（原則） 新築・中古 10 年 新築 13 年・

中古 10 年・

減税規模 最大 500 万円
（長期優良住宅の場合） 最大 455 万円（同）

所得要件 3,000 万円以下 2,000 万円以下

入居期限 2021 年中 2025 年まで
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健
康
保
険
で
は
、
被
保
険
者
の
傷

病
や
死
亡
の
場
合
、
ま
た
は
出
産
し

た
場
合
に
保
険
給
付
が
行
わ
れ
ま

す
。

　
ま
た
、
そ
の
被
扶
養
者
の
傷
病
・

死
亡
・
出
産
に
つ
い
て
も
保
険
給
付

が
行
わ
れ
ま
す
。

　
今
回
は
、
健
康
保
険
の
被
扶
養
者

の
範
囲
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

　
な
お
、
令
和
３
年
８
月
よ
り
夫
婦

共
働
き
の
場
合
の
認
定
の
取
扱
い
が

変
更
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
変

更
点
も
併
せ
て
お
伝
え
し
ま
す
。

一

　被
扶
養
者
と
は  

　
被
扶
養
者
に
該
当
す
る
の
は
、
75

歳
未
満
で
日
本
国
内
に
住
所
を
有

し
、
被
保
険
者
に
よ
り
主
と
し
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
次
の
㈠
と
㈡
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
た
場
合
で
す
。

　
国
内
居
住
要
件
に
つ
い
て
は
、
令

和
２
年
４
月
１
日
よ
り
、
被
扶
養
者

の
認
定
要
件
と
し
て
、
従
来
の
生
計

維
持
要
件
に
加
え
、
国
内
居
住
要
件

（
住
民
票
が
あ
る
こ
と
）
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
留
学
生
や
海
外
赴
任
に

同
行
す
る
家
族
等
の
日
本
国
内
に
生

活
の
基
礎
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
に
つ
い
て
は
国
内
居
住
要
件
の
例

外
と
し
て
、
被
扶
養
者
の
認
定
を
受

け
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

　
な
お
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有
す

る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
国
籍
を

有
し
て
お
ら
ず
、「
特
定
活
動
（
医

療
目
的
）」「
特
定
活
動
（
長
期
観

光
）」
で
滞
在
す
る
方
は
、
被
扶
養

者
に
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

㈠
　
収
入
要
件

　
年
間
収
入
１
３
０
万
円
未
満
（
60

歳
以
上
ま
た
は
障
害
者
の
場
合
は
、

年
間
収
入
１
８
０
万
円
未
満
）、
か

つ
、
次
の
①
、
②
の
い
ず
れ
か
を
満

た
す
者
で
す
。

①
　
同
居
の
場
合

　
　
原
則
と
し
て
、
収
入
が
被
保
険

者
の
収
入
の
半
分
未
満

②
　
別
居
の
場
合

　
　
収
入
が
被
保
険
者
か
ら
の
仕
送

り
額
未
満

　
こ
こ
で
い
う
「
年
間
収
入
」
と
は
、

過
去
の
収
入
の
こ
と
で
は
な
く
、
被

扶
養
者
に
該
当
す
る
時
点
お
よ
び
認

定
さ
れ
た
日
以
降
の
年
間
の
見
込
み

収
入
額
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
年
間
収
入
１
３
０
万
円
未
満
で

は
、
給
与
所
得
等
の
収
入
が
あ
る
場

合
は
、
月
額
10
万
８
３
３
３
円
以

下
、
雇
用
保
険
等
の
受
給
者
の
場

合
、
日
額
３
６
１
１
円
以
下
で
あ
れ

ば
要
件
を
満
た
し
ま
す
。

　
ま
た
、
被
扶
養
者
の
収
入
に
は
、

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
、
公
的
年

金
、
健
康
保
険
の
傷
病
手
当
金
や
出

産
手
当
金
も
含
ま
れ
ま
す
。

　
雇
用
保
険
の
待
期
期
間
中
で
も
、

収
入
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
す
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

　
た
だ
し
、
基
本
手
当
の
額
が
収
入

の
限
度
額
を
上
回
っ
た
場
合
は
、
扶

養
削
除
の
届
出
が
必
要
で
す
。

※

　医
療
職
の
被
扶
養
者
の
特
例

　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
ワ
ク

チ
ン
接
種
業
務
に
従
事
す
る
被
扶

養
者
に
つ
い
て
は
、
被
扶
養
者
の

収
入
確
認
の
際
に
、
当
該
業
務
に

従
事
し
た
こ
と
に
よ
る
給
与
収
入

を
算
入
し
な
い
こ
と
と
す
る
特
例

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
（
令
和
４

年
２
月
末
ま
で
と
さ
れ
て
い
た
特

例
が
、
令
和
４
年
９
月
末
ま
で
延

長
さ
れ
ま
し
た
）。

㈡
　
同
一
世
帯
の
条
件

①
　
被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
必

要
が
な
い
者

・
　
配
偶
者

・
　
子
、
孫
お
よ
び
兄
弟
姉
妹

・
　
父
母
、
祖
父
母
な
ど
の
直
系

尊
属

②
　
被
保
険
者
と
同
居
し
て
い
る
こ

と
が
必
要
な
者

・
　
前
記
①
以
外
の
３
親
等
内
の

親
族
（
伯
叔
父
母
、
甥
姪
と
そ

の
配
偶
者
な
ど
）

・
　
内
縁
関
係
の
配
偶
者
の
父
母

お
よ
び
子
（
当
該
配
偶
者
の
死

後
、
引
き
続
き
同
居
す
る
場
合

を
含
む
）

二

　夫
婦
共
働
き
の
場
合  

　
夫
婦
と
も
に
収
入
が
あ
る
場
合
の

被
扶
養
者
の
認
定
は
、
年
間
収
入
の

多
い
方
の
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
が

行
わ
れ
ま
す
。

　
年
間
収
入
は
、
過
去
の
収
入
、
現

健康保険における

被扶養者の
認定基準　
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時
点
の
収
入
ま
た
は
将
来
の
収
入
な

ど
か
ら
「
今
後
１
年
間
の
収
入
を
見

込
ん
だ
額
」
を
算
出
し
ま
す
（
令
和

３
年
７
月
末
以
前
は
、
当
該
被
扶
養

者
届
が
提
出
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年

の
「
前
年
分
の
年
間
収
入
」
の
多
い

方
の
被
扶
養
者
と
す
る
こ
と
が
原
則

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
）。

　
夫
婦
双
方
の
年
間
収
入
の
差
額
が

年
間
収
入
の
多
い
方
の
１
割
以
内
で

あ
る
場
合
は
、
被
扶
養
者
の
地
位
の

安
定
を
図
る
た
め
、
届
出
に
よ
り
、

主
と
し
て
生
計
を
維
持
す
る
者
の
被

扶
養
者
と
し
ま
す
。 

　
な
お
、
配
偶
者
が
加
入
す
る
制
度

に
よ
っ
て
年
間
収
入
の
見
込
み
額
の

算
出
方
法
が
異
な
り
ま
す
の
で
注
意

が
必
要
で
す
。

①
　
配
偶
者
が
被
用
者
保
険
の
被
保

険
者
の
場
合

　
　
被
保
険
者
と
同
様
、
過
去
の
収

入
、
現
時
点
の
収
入
ま
た
は
将
来

の
収
入
な
ど
か
ら
今
後
１
年
間
の

収
入
を
見
込
ん
だ
額
を
比
較
し
、

い
ず
れ
か
多
い
方
を
主
と
し
て
生

計
を
維
持
す
る
者
と
し
ま
す
。

②
　
配
偶
者
が
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
の
場
合

　
　
直
近
の
年
間
所
得
で
見
込
ん
だ

年
間
収
入
を
比
較
し
、
い
ず
れ
か

多
い
方
を
主
と
し
て
生
計
を
維
持

す
る
者
と
し
ま
す
。

三

　届
出
に
用
い
る
添
付
書
類
等  

　
被
扶
養
者
異
動
手
続
き
の
際
の
添

付
書
類
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の

㈠
か
ら
㈣
の
確
認
書
類
が
あ
り
、
㈢

と
㈣
は
該
当
す
る
場
合
の
み
添
付
を

求
め
ら
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
は
、
例
と
し
て
「
協
会
け

ん
ぽ
」
に
よ
る
添
付
書
類
を
取
り
上

げ
ま
す
の
で
、
健
康
保
険
組
合
の
被

保
険
者
に
つ
い
て
は
、
各
健
康
保
険

組
合
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

㈠
　
続
柄
の
確
認
書
類

　
次
の
い
ず
れ
か
を
添
付
し
ま
す（
コ

ピ
ー
不
可
）。

①
　
被
扶
養
者
の
戸
籍
謄（
抄
）本

②
　
住
民
票
の
写
し
（
被
保
険
者
が

世
帯
主
で
、
被
扶
養
者
と
同
一
世

帯
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
）

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
と
き
は
、
続
柄
確
認
の
た

め
の
添
付
書
類
を
不
要
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

・
　
被
保
険
者
と
扶
養
認
定
を
受

け
る
方
双
方
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

が
届
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
・
　
①
、
②
の
書
類
に
よ
り
、
扶

養
認
定
を
受
け
る
方
の
続
柄
が

届
書
の
記
載
と
相
違
な
い
こ
と

を
確
認
し
た
旨
を
、
事
業
主
が

届
書
に
記
載
し
て
い
る
こ
と

㈡
　
収
入
要
件
の
確
認
書
類

①
　
所
得
税
法
の
規
定
に
よ
る
控
除

対
象
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
親
族
と

な
っ
て
い
る
方

　
　
事
業
主
の
証
明
が
あ
れ
ば
添
付

書
類
は
不
要
で
す
。

②
　
①
以
外
の
方

ア
　
退
職
し
た
こ
と
に
よ
り
収
入

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
退
職

証
明
書
ま
た
は
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
の
写
し

イ
　
雇
用
保
険
失
業
給
付
受
給
中

の
場
合
ま
た
は
雇
用
保
険
失
業

給
付
の
受
給
終
了
に
よ
り
収
入

要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
の
写
し

ウ
　
年
金
受
給
中
の
場
合
は
、
年

金
受
取
額
が
わ
か
る
年
金
額
の

改
定
通
知
書
な
ど
の
写
し

エ
　
自
営
（
農
業
等
含
む
）
に
よ

る
収
入
、
不
動
産
収
入
等
が
あ

る
場
合
は
、
直
近
の
確
定
申
告

書
の
写
し

　
　
な
お
、
自
営
業
者
に
つ
い
て

の
収
入
額
は
、
当
該
事
業
遂
行

の
た
め
の
必
要
経
費
を
控
除
し

た
額
で
す
。

オ
　
前
記
イ
〜
エ
以
外
に
他
の
収

入
が
あ
る
場
合
は
、
前
記
イ
〜

エ
に
応
じ
た
書
類
ま
た
は
課
税

（
非
課
税
）証
明
書

③
　
①
及
び
②
の
方
に
共
通
す
る
事

項
　
　
障
害
年
金
、
遺
族
年
金
、
傷
病

手
当
金
、
出
産
手
当
金
、
失
業
給

付
等
の
非
課
税
対
象
と
な
る
収
入

が
あ
る
場
合
は
、
別
途
受
取
金
額

の
わ
か
る
通
知
書
等
の
コ
ピ
ー
が

必
要
で
す
。

㈢
　
仕
送
り
の
事
実
と
仕
送
り
額

　
別
居
の
場
合
は
、
収
入
要
件
の
判

断
に
仕
送
り
の
事
実
や
仕
送
り
額
が

確
認
で
き
る
も
の
を
用
い
ま
す
が
、

16
歳
未
満
ま
た
は
16
歳
以
上
の
学
生

の
場
合
は
不
要
で
す
。

・
　
振
込
の
場
合
は
、
預
金
通
帳
等

の
写
し

・
　
送
金
の
場
合
は
、
現
金
書
留
の

控
え（
写
し
）

㈣
　
内
縁
関
係
の
確
認
書
類

・
　
内
縁
関
係
に
あ
る
両
人
の
戸
籍

謄（
抄
）本

・
　
被
保
険
者
の
世
帯
全
員
の
住
民

票
（
個
人
番
号
の
記
載
の
な
い
も

の
）
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　電子商取引（EC）サイト「楽天市場」の送
料無料化制度の運用で独禁法上の優越的地
位の濫用の疑いがあると指摘されました。
　楽天の当該制度は3980円以上の購入者
への送料を原則無料とし、送料は出店者が
配送業者に自ら負担するか商品の販売価格
に上乗せすることになります。導入後の新
たな出店契約では制度の受け入れを条件と
し、それ以前の出店者が従うかどうかは任
意でした。実際には、検索順位の引き下げ、
退店要求、セールからの締め出しなど圧力
がかかっていたとされ、こうした状況は任
意とは言えず弱い立場の取引先に不当な契
約を迫る優越的地位の濫用の疑いがあると
されました。
　また、アマゾンジャパンにおいて、令和
2年7月、公正取引委員会（以下、公取委）
は、同社の通販サイトで販売した金額の1
～5%を「協力金」としてメーカーなどに負

担要請することが優越的地位の濫用に抵触
するおそれがあるとして、確約手続きの通
知を行いました。アマゾンジャパンから確
約計画の認定申請があり、公取委は独禁法
に規定する認定要件のいずれにも適合する
と認め、当該計画を認定しました。これが
確約制度となり、公取委と事業者との合意
により自主的に違反の疑いを是正する手続
きとして認められ、排除措置命令・課徴金
納付命令は行われないこととなりました。
今後も同種の事案において、この確約制度
の活用が予想され多数の納入業者に対して
は金銭的価値の回復などが実現できます。
　その一方で、公取委の濫用行為の要件は
いまだ抽象的です。デジタル・プラットフォー
ム事業と呼ばれる巨大IT企業との取引は
中小企業にとっては死活問題であり、独占
はより影響が大きいことから、具体的な違
反行為に対しては独禁法を迅速かつ的確に
執行し競争環境の改善が求められます。
　違反疑いとならないよう企業モラルのあ
り方にも注目です。

IT企業による優越的地位の
濫用

　どんな中身が出てくるかわからないカプ
セルトイの自販機「ガチャガチャ」が語源で、
さまざまな「●●ガチャ」という言葉が溢
れています。
　「旅ガチャ」は格安航空会社（LCC）が仕
掛けたユニークな企画で開封するまで旅先
はわからないワクワクしたものです。また、
物議を醸した「親ガチャ」は、親を選べな
い子どもがハズレ要素を感じた時、たとえ
ば、虐待・経済的格差といったシリアスな
問題やお小遣いをもらったことがないとい
うような文句など子どもの諦めや嘆きを「親
ガチャ失敗」というように使われています。
　また、会社では、「上司ガチャ」はテレワー
クで会社に行かなくてよいはずが、ある部
署だけ出社でハズレ上司に当たったと不運
を嘆くときに使われたり、それを「部下ガ
チャ」で応酬したりされています。
　お互い、諦めの心境にならないようコミュ
ニケーションは大切にしたいものです。

●●ガチャ　
京
都
府
立
医
科
大
学
の
研
究
グ
ル

ー
プ
は
、緑
茶
な
ど
に
含
ま
れ
る「
カ

テ
キ
ン
類
」
が
、
変
異
型
で
は
な
い

従
来
型
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
能
力
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
を
確

認
し
た
と
発
表
し
ま
し
た
。

　
試
験
管
に
健
康
な
人
の
唾
液
と
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
入
れ
た
う
え

で
、
お
茶
を
加
え
る
と
10
秒
後
に
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
力
が
１
０
０
分
の
1

に
な
っ
た
の
で
す
。
お
茶
を
飲
ん
で

も
カ
テ
キ
ン
は
血
液
中
に
は
ほ
と
ん

ど
吸
収
さ
れ
な
い
の
で
全
身
へ
の
効

果
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
が
、
頬
の
周

り
か
ら
舌
の
下
全
体
に
10
秒
ほ
ど
行

き
わ
た
ら
せ
て
か
ら
飲
む
効
果
的
な

飲
み
方
、「
含
み
飲
み
」
を
す
る
こ

と
で
、
飛
沫
感
染
の
リ
ス
ク
を
下
げ

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

　
フ
リ
ー
ズ
ド
ラ
イ
の
キ
ュ
ー
ブ
タ

イ
プ
の
新
し
い
商
品
な
ど
も
発
売
さ

れ
て
お
り
「
カ
テ
キ
ン
類
」
に
注
目

し
て
お
茶
を
選
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
？

茶
カ
テ
キ
ン
で
感
染
予
防

発行


